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　歯を失う主な原因は歯周病とむし歯です。痛くな
いから大丈夫と思わずに、かかりつけの歯科医を持
ち、定期的に健診を受けましょう。８月1日(月) ～
11月 30日(水) に、市内の歯周病検診協力医療機
関で 30・40・50・60・70 歳の人を対象に歯周
病検診を無料で実施します。詳しくは、７月下旬に
送付する案内通知をご確認ください。

予防接種を計画的に受けましょう 令和４年度定期予防接種対象年齢
（期間：令和４年４月～令和５年３月）

　下表の　　　 および　　　 は、予防接種法で定められた定期予防接種の対象期間です。病気にかかりやすい
時期を考慮して定められた期間(標準的な接種期間)である　　　 の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

●上記のうち、　　は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けること
　ができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となります。
　ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は
　15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。
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水痘(水ぼうそう)
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平成９年４月２日～
平成18年４月１日生

日本脳炎
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〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満の間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満の間に定期接種として接種ができるとされています。
〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満の間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満の間に定期接種として接種ができるとされています。
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問い合わせ　保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※香良洲・白山・美杉保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

離乳食教室≪初期≫
と　き　８月22日(月)10時～11時
ところ　芸濃保健センター
内　容　栄養士が離乳食の作り方の工夫やポイン
ト、とりわけ食などについて紹介します。
対　象　妊婦、離乳食開始前または開始したばかり
の乳児を持つ保護者
定　員　先着15人程度　※初めての人優先
持ち物　母子健康手帳、筆記用具、バスタオル
申し込み　７月22日(金)から同保健センターへ

マタニティ倶楽部
と　き　８月10日(水)10時～11時45分
ところ　中央保健センター
内容など　妊娠中から心がけること、出産について
考えてみよう(助産師による講話)
対　象　妊婦とその夫(パートナー)
定　員　先着15組程度
申し込み　７月20日(水)から同保健センターへ

健康相談、栄養相談
と　き　８月22日(月)９時30分～11時
ところ　白山保健センター
内　容　保健師、栄養士による相談や血圧測定など
対　象　18歳以上
定　員　先着３人
申し込み　７月25日(月)から同保健センターへ
※上記以外の保健センターでは、予約による健康相
談を実施しています。希望する人は最寄りの保健
センターへお問い合わせください。

　栄養や調理の基礎など活動に必要な知識・技
術を学びます。食生活改善推進員になって、自
分自身や地域の健康について一緒に考えてみま
せんか。
と　き　９月６日・20日、10月４日・18日、
11月１日・15日いずれも火曜日９時～12時
15分　※９月20日は13時～16時15分
ところ　中央保健センター
対　象　受講後に食生活改善推進協議会に入会
し地域で活動できる人
定　員　先着20人
受講費　1,800円(テキスト代・資料代)
申し込み　７月26日(火)～９月５日(月)に直接
窓口または電話で同保健センターへ

女性の健康アップ教室(全２回)
　女性に起こりやすい病気や症状を知り、若い時か
らの健康づくりとセルフケアについて一緒に考えて
みませんか。子ども連れでの参加も大歓迎です！

ところ　中央保健センター
対　象　65歳未満の女性(両日参加できる人)
定　員　先着15人
申し込み　７月22日(金)から直接窓口または電話で
同保健センターへ

こつ

毎日骨こつ！
骨元気生活１回目

２回目 運動で変わる！
スタイルアップ

骨密度測定と、栄養
士による講話・レシ
ピ紹介

体力測定と自宅でも
できる簡単な運動の
紹介

テーマ

24日㈬
13 ： 30～
15 ： 30

31日㈬
13 ： 30～
15 ： 30

とき(8月) 内　容

１期

１期

２期

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

６～24週６～24週

６～32週６～32週

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

１歳未満１歳未満

１歳未満１歳未満
生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。

27日以上の間隔をあけて２回接種した後、
１回目接種から139日以上の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。
27日以上の間隔をあけて２回接種した後、
１回目接種から139日以上の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

３カ月～７歳６カ月未満３カ月～７歳６カ月未満

11～13歳未満11～13歳未満

１回接種１回接種

１～２歳未満１～２歳未満

６カ月～７歳６カ月未満６カ月～７歳６カ月未満

〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。
〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。

平成28年４月２日～平成29年４月１日生（幼稚園などの年長児）平成28年４月２日～平成29年４月１日生（幼稚園などの年長児）

１回接種１回接種

１～３歳未満１～３歳未満

１回接種１回接種

２期

９～13歳未満９～13歳未満

１回接種１回接種

定期接種の期間にご注意ください。

※初回接種は、生後２カ月から出生14週６日後までの
　間を標準的な接種期間として接種することが望まし
　いとされています。

７歳６カ月～９歳未満は対象外となります。

27～56日の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

27日以上あけて２回接種します。

６～28日の間隔をあけて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔をあけて追加接種（１回）を受けます。

※※

※※ それぞれ27日以上あけて３回接種します。

27日以上の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12カ月以降に追加接種（１回）を
受けます。

20～56日の間隔をあけて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔をあけて追加接種（１回）を
受けます。ＤＴを使用する場合は、上記同様の間隔をあけて初回
接種（２回）、追加接種（１回）を受けます。

生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔をあけて２回目を受けます。

平成18年４月２日～平成23年４月１日生まれの女子

３回接種

（小学６年生～
高校１年生相当）

平成９年４月２日～平成18年４月１日生まれの女子
〈キャッチアップ接種〉予防接種施行令により、平成９年４月２日～平成18年４月１日に生まれた人は、
　　　　　　　　　　　令和７年３月31日までの間、定期接種として行うことができます。

平成18年４月２日～平成20年４月１日生まれは令和７年３月31日まで
　定期接種として行うことができます。

３回接種

詳しくは津市ホームページを
ご覧ください。

●上記のうち、　　は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けること
　ができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となります。
　ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は
　15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

津市第３次健康づくり計画は、国の健康づくり計
画「健康日本21(第二次)」の期間が１年間延長され
たことに伴い、令和５年度まで１年間延長します。

●上記のうち、　　 は生年月日の範囲を表しています。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けるこ
とができなかったと認められる人について、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象となり
ます。ただし、ヒブは10 歳に達するまで、小児肺炎球菌は６歳に達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合
（DPT-IPV）は15歳に達するまでが年齢上限となります。
●接種スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。


